
 

県土整備部技術管理課 

※手続き方法や新労務単価等については、技術管理課ホームページで確認できます。 

【https://www.pref.chiba.lg.jp/gikan/kendo/sekisan-kijun/sekisan-kijun.html】 

 

入札参加者 

受注者 
配付用 

「新労務単価」または「新技術者単価」適用日（令和 6 年 3 月 1 日）以降に 

契約する工事及び業務で、「旧労務単価」または「旧技術者単価」で積算した 

ものが対象です。 

「旧労務単価」または「旧技術者単価」に基づく契約を「新労務単価」または 

「新技術者単価」に基づく契約に変更するための、請負代金額の変更の協議を 

請求することができます。 

特例措置 
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